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自 己 管 理 

福井総合病院 リハビリテーション課 佐々木 ゆみ 

 

「おうちでも続けて下さいね」と患者さんに私たち理学療法士が伝えることは多いと思

います。しかし、自分を振り返ると、続けようと決めた腹筋やスクワットもこの冬季間、

お休みしていることに気付きます。寒いから…、ちょっと体調良くないから…、などなど

言い訳はいっぱいあります。そして徐々に言い訳を考えることもなくなるのです。 

これを思うと、患者さんには自己管理を耳にタコの様に指導しているのに、自分は行え

ていないといつも反省します。でも、自分ができないからこそ、続けるためにはどうした

らよいか、なぜモチベーションが下がってしまうのかは、理解できると思います。まず、

目標設定と評価です。目標に向かって、自分の身体が変化していると自覚できるとモチベ

ーションに繋がるのですが、すぐに結果が出ることは少ないので、だんだんと意味がある

のかな…と不安を感じてしまいます。患者さんの再発予防のための運動や食事療法は、さ

らに自分で自覚することが少なく、受診時の血液検査で良くない結果でびっくりしたと、

報告を受けることがあります。やはり毎日の生活の中で自分ができる評価を指導すること

が重要になると思います。また、他人からの評価や指導もモチベーション向上には重要で

す。こんな自己管理が難しい私ですが、2年前くらいからヒップトレーニングに週 1～2回

通って行っています。これは、予約の時間がありますから、例え天気が悪くても、気分が

乗らなくても、予約時間までに必ず行かなくては、と向かいますし、行けば楽しくトレー

ニングすることができます。ちょっとハードな内容でも他人からの指導であれば素直に従

うこともできます。 

現在、医療保険での外来リハは減少傾向にあり、継続

的にフォローアップすることが難しくなってきていると

思います。そのため、医療保険から介護保険にスムーズ

に繋げ、担当スタッフが変わっても、継続的に患者さん

のモチベーションを維持できる関わりができれば良いな

と考えています。自己管理は、終了があるわけではあり

ません。一生涯、自己管理は続けていかなければいけま

せんので、義務的ではなく、継続できるようにサポート

していきたいと思います。 
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福井ケアセンター 

                           理学療法士  川上 泰江 

 

当施設は介護老人保健施設として 1989 年

1 月に開設され、今年で 29 年となりました。

現在、入所 160床（うち認知症専門棟 50床）、

通所 80名の方が利用しており一般入所、短期

入所療養介護（ショートステイ）、通所リハビ

リテーション（デイケア）のサービスを提供

しています。リハビリスタッフは PT3 名、

OT4 名、ST1 名の計 8 名が在籍しています。 

 

 

“利用者の人間性を尊重し、明るく家庭的

な雰囲気の中で家庭生活への復帰を目指す”

を理念とし、日常生活を営む上で介護が必

要な方に看護、介護、リハビリ、栄養等の

多職種が連携しケアサービスの提供をして

います。また当施設では看取り対応も行っ

ており、御本人や御家族の意思に寄り添い、

最期を穏やかに過ごせるように支援してい

ます。 

  

 

 

運動会や秋祭り、クリスマス会などの季

節行事、ボランティアの方によるコーラス

の合唱、民謡サークルによる舞踊鑑賞、セ

ラピードッグ、園児の慰問など、利用者の

方が楽しめるイベントを行っています。 

 

 

 

リハビリでは在宅生活への復帰を目指し、入所から 3 カ月間は積極的なリハビリを実施

し、それ以降も集団体操等のリハビリにて、継続した支援を行っています。5 階に機能訓

練室があるため、足羽山や白山が見渡せる見晴らしのよい空間で、四季を感じながら、利

用者の方たちと和やかな雰囲気のもとで毎日のリハビリに励んでいます。 

 

施 設 紹 介 施 設 紹 介 
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坂井ブロック研修会に参加して 

春江病院 南東 裕貴 

12月 10 日に春江病院にて坂井ブロック研修会

が開催されました。テーマは大渕哲也先生による

「臥位、座位でのポジショニング」でした。大渕

先生は PT でありながら、新潟県にあるナーシン

グホーム長岡北の施設長や介護支援専門員、車椅

子シーティング協会や（社）こうしゅくゼロ推進

協議会アドバイザーなど多岐にわたりご活躍され

ています。今回は主にベッド・車椅子でのシーテ

ィングを中心とした内容となり、午前中は姿勢ケ

アの総論や不良姿勢による健康への影響について

講義を中心とした内容、午後はシーティング／ポ

ジショニングの方法についてデモンストレーショ

ンを中心とした内容でした。 

特に印象に残っている内容としては「シーティン

グ／ポジショニングは拘縮や褥瘡、誤嚥を“改善する

ため”に行うのではなく、リラクゼーション・呼吸・

易動作性」をできるだけ実現するような“状況”を作

っていくことである。」とういう事です。臥床状態が

続く関節拘縮が強い患者に対しただ関節可動域練習

や離床を行っても状態は大きく変わらず、亡くなっ

た後には関節拘縮によって収まらなくなった手脚の

骨を折って納棺するというお話までありました。な

ぜ緊張が強く屈曲優位な姿勢となっているのか、な

ぜ手指でベッド柵や服、車椅子のアームレストを強

く握りしめているのか、それは対象者に合わせてベ

ッドや車椅子を正しく使いこなせていないことに

よる「誤用症候群」であり「作られた障害状態」

であるという先生の言葉が強く心に残りました。 

私自身も現在、屈曲拘縮が強く臥床状態にある

患者さんを担当していますが、上記の内容や不良

姿勢による交感神経過緊張状態が引き起こす健康

被害などの話を聞いて、担当患者さんが抱える問

題に当てはまる点が多くあり、自分の不甲斐なさ

を感じたと共に明日からやれるだけやってみよう

という気持ちになりました。姿勢ケアは 24 時間

365 日で行う必要があるため、多職種での理解を

深めていくと共にシーティング／ポジショニングやスモールシフトの技術を伝達・共有して実践してい

くことが大切であり、結果として褥瘡や拘縮、誤嚥の予防・改善に繋がっていくのだと改めて感じさせ

られました。今回学んだ事を早速明日からのリハビリに活かし、少しずつ自分のものにしていきたいと

思える大変有意義な勉強会となりました。 
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事務局からのお知らせ 
 

 

  

今年度会費未納の方が現在 37名、うち 2年未納者が 8名いらっしゃいます。（H29.12.31現在） 

 楽天クレジット等の申し込みをされていない方で、まだ会費を納入されていない会員の方は早急に下

記口座までお振込みください。 

 ✾士会活動は皆様の会費によって運営されております✾ 

 

 

  

・継続会費                ：20,000円 

 ・新入会費（2016年以前に免許取得の方）   ：25,000円 

 ・新入会費（2017年に免許取得の方）       ：19,000円 

 ＊免許取得年度に入会された場合のみ、協会の割引が適応され、金額が変わります。 

 

 

 

 銀行振込の場合 

 福井銀行 新田塚出張所 

 普通預金 6001097 

 公益社団法人 福井県理学療法士会 ＊原則、楽天カードでの引き落とし口座振替をお願いします。 

 

 

 

 2018 年度より、事業年度が開始する 4 月 1 日以前に、当該年度の会費をいただく『前納制』の運用

がスタートいたします。 

 2018年度の年会費納入期限は 2018年 3月 31日となります。 

 楽天カード・口座振替の方は 2008年 3月 27日引き落としです。口座残高にご注意ください。 

 2018 年度からは期限までに会費を納入いただけなかった場合は、翌日 4 月 1 日より会員権利全面停

止となり、6 月末日までに会費納入または、休会・退会申請手続きが確認できない場合、会員資格喪失

により退会の手続きが実施されます。 

 退会の場合、生涯学習履行はすべて無効になり、復会はできません。再度在籍を希望される際は、入

会手続き、新人教育プログラムの際履修等が必要です。 

※楽天カード・口座振替の登録がない場合は、協会より 2月下旬～3月上旬に振込用紙が送られます。 

 

 

 

 

 

★平成 29年度の会費納入はお済ですか？★ 

 

★納入金額★ 

 

★振込先口座★ 

 

★前納制について★ 
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１)2018年 4月以降の異動が決定した方（特に県外へ異動される方） 

 ・1/1～2/20に申請した場合は、『新しい所属先士会へ』新年度の年会費を納める。 

・2/21以降に申請した場合は、『申請時点で所属している士会へ』新年度の年会費を納める。 

＊2月 20日までに異動申請できなかった方 

2月 21日以降も異動申請は随時受付していますので、マイページからお手続きください。 

新しい登録情報がマイページへ反映されるのは 4/3 となりますので、一時的に発送物が届かなくなる恐

れがございます。すでに新しいご住所へ転居済の場合は、できるだけ 2/20までにお手続きされるようお

願いします。 

 

２）新たに 2018年度に休会・復会・退会を希望される方 

 ・1/1～2/20に申請した場合は、新年度の年会費請求はなし。 

・2/21以降に申請した場合も、基本的に新年度の年会費は免除。 

  ただし、4/2以降は会員権利が有効となるため、会費納入済の場合の返金は行いません。 

＊2017年度年会費が未納の方 

休会申請 2017年度のみ未納の方については、申請の受付ができません。会費納入後に申請をお願い

します。 

退会申請 申請は随時受付可能です。但し、債務として発生した会費については請求を継続いたしま

す。 
   

３）育児休業・シニア割引の利用を希望される方 

・2/20までに申請した場合は、翌年度割引適用。 

・2/21以降に申請した場合は、翌々年度割引適用。 

 

４）4月より復会を希望される方(現在休会中の方) 

・2/20までに申請した場合、3/31までに納入されれば 4/1より復会可能。 

・2/21以降に申請した場合、会費納入時期によって 4/1以降に復会となる可能性有り。 

 

５）休会中の方 

・復会をご希望の方・・・上記をご確認ください。 

・休会継続をご希望の方・・・3月 31日までにマイページから「休会申請」をお手続きください。 

・退会をご希望の方・・・3月 31日までにマイページから「退会申請」をお手続きください。 

 

4月より会員権利を全面停止とさせていただきます。以下の権利が停止します。 

 

 

 

 

 

 

 

★前納制の運用にあたり、以下に該当する方は特にご注意ください★ 
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（勤務先都合により事前に連絡のあった方、復会申請中の方を除く） 

・研修会・学会等への参加申込 

・会員としての各種演題登録 

・会報誌・学術誌の発送 

・理学療法士賠償責任保険の全員加入・任意加入（新規および継続） 

・選挙権・被選挙権  他 

速やかに会費納入手続きを行ってください。会費納入確認後に権利停止は解除となります。ただし、停

止期間中の権利は遡及しません。 

休会もしくは退会を希望されている場合は、マイページからお手続きください。 

会員権利が停止しているため、当年度会費は免除となります。 

6月末日までに会費納入または休会・退会申請の手続きが確認できなかった場合は、 

会員資格喪失により退会処理を行います。 

退会の場合、生涯学習履歴は全て無効となり、復会はできません。 

再度在籍を希望される際には、入会手続きが必要となり、新人教育プログラムから再履修いただきます。 

           【問い合わせ先】 

                         公益社団法人 福井県理学療法士会 

                         事務局 笈田 裕美 

                         Tel：0776-29-7003  Mail：office@fpta.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員 

ミナト医科学株式会社 金沢営業所 

石川県金沢市金市町二 18 番１ 

ハシノメディカル 

小浜市千種 1－10－18 

ツールケア 

福井県福井市加茂河原 2 丁目 13-32-2B 

有限会社 奥義肢製作所 

福井県福井市二の宮 2 丁目 

株式会社ミタス 

福井市問屋町 4 丁目 901 番地 

 

順不同 

 

【編集後記】 

今年の雪は 30年ぶりの記録的な大雪だそうですね。福井に引っ越して来て初冬で、雪かき・雪下

ろしに四苦八苦です。勤務後に雪に閉ざされて家に帰れず、泊まりになることもありました。難

しい雪の運転に、大渋滞で通勤に何時間もかかることも…。とうとう腰が…。皆様方もお疲れか

と思いますが、お身体にお気をつけ下さい。 

3月末日までに年会費の納入をされなかった場合 


